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兵庫きのこ研究会会則施行細則 
 

(入会手続き) 
第１条 会則第５条に定める入会手続きは、次により行う。 

１．入会希望者は、別紙に定める入会申込書を事務局長に提出する。特段の支障のない限

り、事務局長は役員会の承認を得て入会を認める。 

２．入会希望者は入会申込時に別に定める入会諸費用（入会金、年会費）を会計長に納め

なければならない。 

３．事務局長は、入会諸費用納入後会員証を入会申込者に交付する。会員証には会員の氏

名、有効期限を明示する。 

４．小中学生以下が入会を希望する場合は、保護者が正会員として入会しなければならな

い。 

 

(入会金) 

第２条 前条第２項に定める入会金は １０００ 円とする。 

 

(年会費) 

第３条 会則第６条に定める年会費は下記による。 

 

 

 

 

 

 

＊１；中学生以下、学生会員は除く 

＊２；高校生以上の学生とする。ただし、社会人学生は除く 

＊３；正会員の家族 

＊４；第１０条に該当する者 

 

２．会費納入は１月１日時点での会員区分による。 

３．年度途中から入会する者の年会費は、入会日を含む四半期ごとに按分した金額とする。 

４．会務連絡方法を「郵送」としている者は１０００円加算した額とする。 

四半期ごとの按分は行わない。 

５．家族会員については入会金および年会費は徴収しない。 

 

 

入会月 1～3 4～6 7～9 10～12 

正会員＊１ 2000 1500 1000 500 

学生会員＊２ 1000 750 500 250 

家族会員＊３ ― ― ― ― 

特例会員＊４ 1000 750 500 250 
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(退会手続き) 

第４条 会則第８条に定める退会手続きは、別紙退会届を事務局長に提出することとする。 

２．入会金、会費等の払い戻しは原則として行わない。 

３．退会者は退会時に会員証を返納しなければならない。 

 

(休会手続き) 

第４条の２ 会則第８条の２に定める休会手続きは、別紙休会届を事務局長に提出することと

する。 

２．入会金、会費等の払い戻しは行わない。 

３．休会期間中は会費を免除し、権利義務の行使は停止する。 

４．休会期間は原則として 2年間を限度とする。 

なお、２年以上本人からの連絡もなく休会した場合は退会したものとして取り扱う。 

 

(除名手続き) 

第５条 会則第９条に定める除名手続きは、除名された者に除名通知書を送付することとする。 

２．入会金、会費等の払い戻しは行わない。 

 

(役員の任務) 

第６条 会則第１３条に定める役員の任務は任期中といえども会務の都合、役員の健康等の事

情により、役員会において変更することができる。 

 

(通常総会) 

第７条 会則第１６条に定める通常総会は、毎年１月末までに開催する。 

２．会計出納等の状況による決算の遅延など特別の事情があるときは、役員会の議決を経

て通常総会開催を２月末までとすることができる。 

３．前項の場合は、会員に遅滞なく通知しなければならない。 

４．通常総会の開催においては２週間前までに会員に通知しなければならない。 

 

(臨時総会) 

第８条 会則第１７条に定める臨時総会の請求は、事務局長宛に行うこととする。 

 

(役員会の会議) 

第９条 会則第２０条に定める役員会の議決は役員会議において行う。 

２．役員会議は役員総数の過半数の出席をもって成立するものとする。 

３．役員会議において議決するため、必要に応じて会員等の出席を求めて意見を聴くこと

ができる。 
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４．役員会議の議決は出席者の過半数の同意を得て行う。 

 

(特例会員) 

第１０条 正会員のうち、特別な事情により会の行事等への参加が困難である場合、役員会に

て特例会員とすることが出来る。 

 

(イベント行事) 

第１１条 会の名を冠したイベント(山菜の会、きのこ鍋の会等)を会員が自主的に企画する場

合は、行事実施前に企画を役員会に報告し承認を得ることとする。 

報告は年度当初とする。事情により年央での報告も可とするが役員会の承認を得る

期間を 2週間程度見込むこと。 

なお、会の名を冠しないイベントについては役員会の承認は不要。 

 

２．会計は基本的にはそれぞれの行事ごとに独立採算で行なう。行事会計の余剰金は一般

会計に繰り入れることとするが、赤字会計になった場合は会の一般会計から補填する。 

３．行事に必要な備品、消耗品は行事会計で購入する。行事会計で購入した備品、消耗品

の残余は会へ無償譲渡する。一般会計から行事に必要な備品、消耗品を購入する場合

は役員会の承認を得て行なう。 

４．イベント立案者はイベントの企画、統括を担うもので、事前準備や当日の作業は会員

全員の積極的な参加で行なうことを基本とする。 

役員会は積極的にイベント立案者をサポートする。 

５．イベント実施のためイベント立案者が下見をする場合は、事前に役員会に報告し承認

を得なければならない。 

イベント下見に要した交通費等の費用は会の一般会計から補填する。 

６．活動成果として記録を行なうこと。 

７．会員のボランティア意思に沿って行なうもので、強要するものでなく、運営困難な場

合はイベント 中止も選択できる。 

 

(慶弔) 

第１２条 会則第２５条に定める慶弔基準は次の通りとするが、受領辞意が示された場合は取

りやめる。 

結婚   祝い金   １万円及び祝電 

死亡   霊前    １万円及び弔電 
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(同乗運賃規定) 

第１３条 イベント等に参加するため、会員同士が同乗する場合の旅費清算ルールは役員会で

決めた指針を基準に同乗者相互で決める。 

 

(会務連絡方法) 

第１４条 会員への会務連絡は原則電子メールで行う。 

２．継続会員で会務連絡方法を「郵送」としている者には、「郵送」による会務連絡を行う。 

３．２０２１年度以前からの継続会員で、やむを得ない事情により会務連絡方法を「電子

メール」から「郵送」に変更することを希望する者は、役員会の承認を得なければな

らない。 

 

付則 

本施行細則は２００１年２月１５日から施行する。 

本施行細則は２００２年２月１５日から施行する。 

本施行細則は２００３年２月１５日から施行する。 

本施行細則は２００４年２月１５日から施行する。(２００５年１月２０日改定、遡及適用) 

本施行細則は２００７年２月１５日から施行する。(通信会員の議決権等役員会で決定) 

本施行細則は２００８年３月から施行する。(ブロック担当について、同日総会で決議) 

本施行細則は２００９年２月１日から施行する。(会費の改定について、同日総会で決議) 

本施行細則は２０１１年１月２３日から施行する。 

本施行細則は２０１２年１月２９日から施行する。 

本施行細則は２０１３年２月３日から施行する。 

本施行細則は２０１７年２月５日から施行する。(会費の改定について、同日総会で決議) 

本施行細則は２０２２年２月１１日から施行する。 

（電子メールおよび郵送による決議（返信締切２月１０日）） 

・年会費、会務連絡方法、休会等に関する改定 

 


